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　今回の経営部門の評価は、HOSEI2030という長期計画の下

で作成された、本学として最初の中期経営計画が評価の対象と

なった。具体的な課題、それらに対する施策に関しては手堅い計画

ということで実現性については一定の評価をしていただいている

が、課題として何点かの指摘を受けている。

　今回の中期経営計画では、構造改革の期間として数値的な評

価・点検サイクルを設けていないが、学内のコンセンサスを形成し

ながらも評価・点検サイクルの必要性を指摘されている。この指摘

は的を得ているものであり、指摘を踏まえ、改革の進捗管理ととも

に、評価の仕組み構築を図っていく予定である。また、人件費の削

減を含む財政構造改革、組織・運営改

革については、妥当であるとの評価をい

ただいているが、学内の合意形成を着

実に図るうえで、経営情報のより広範な

開示や学内同意の取り方など、進め方に

若干のアドバイスもいただいている。

　2019年度は、中期経営計画公表後に

編成した最初の予算計画年であり、本

格的なスタートになる年でもある。今回の評価も踏まえて着実に改

革を進めていきたいと考えている。
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1
TOPIC 2018年度大学評価報告書（経営部門）が

確定しました
　大学評価委員会経営部会大学評価グループ（外部学識経験者4名で構成）は、2つの評価項目について、書面並びに総長をはじめとする
役員等とのインタビュー終了時（2018年11月15日）までに得られた情報に基づき評価を行いました。
　同報告書の全文を以下に掲載します（あわせて大学評価室ホームページにも掲載しています）。

はじめに

　2018年度の経営部会には、HOSEI2030「第一期中期経営計画」
の趣旨や策定プロセスの適切性、並びに長期ビジョン「HOSEI2030」
との連関性、それに「第一期中期経営計画の取り組み課題」と具体的
な取り組み施策を評価する課題が課せられた。今年度の部会では、特
設部会が作成したHOSEI2030「第一期中期経営計画」に加えて、以
前と同様の素材を対象にしながら評価作業を重ねてきた。今年度はこ
れも前年度と同じように、評価項目について所見を述べる機会を得た
が、そのために法政大学総長をはじめ理事会のメンバーとも面談し、
大学の目指すところや、これからの課題につき様々な意見を交換する
チャンスにも恵まれた。
　大学の経営部門を評価するこの部会では、今年度は、４名の外部
評価委員がそれぞれの知識や経験に基づき、同一の評価項目につい
て評価資料の査読とインタビューを行うことで、取組を多面的に評価
することを心がけた。各自、評価や意見を述べる作業を進めたが、場
合によっては貴学の作業部会が行ってきた成果を過小評価する箇所、
そうでなければ的外れと思われる意見が出た可能性がある。これは法
政大学を外部から見た意見としてお許しをいただきたく、あらかじめ
お断りしておきたいと思う。
　指摘するまでもないが、中長期計画であるHOSEI2030は、貴学の
多数の関係者が相当な時間とエネルギーを費やして創られた貴重な
財産である。そのなかに描かれた貴学の将来像は、全般的には他大学
のモデルになると思われる素晴らしい中身を備えている。高い評価が
できるが、中期経営計画が作成された現時点でもなかには総論に終
わっているもの、各論にわたって中身が精査されていないもの、中長
期計画としてより明確化すべき課題などが残っていることも事実であ
り、今後の努力が期待される。

１．評価対象事項

評価の対象とした事項は、以下の通りである。
（1）評価項目

①第一期中期経営計画の趣旨や策定プロセスの適切性、並びに長期
ビジョン「HOSEI2030」との連関性について

②「第一期中期経営計画の取り組み課題」と具体的な取り組み施策に
ついて

２．評価の方法と手順

　評価は、昨年度と同様、関連資料と役員ヒアリングをもとに得られ
た情報をもとに行った。
　具体的には、大学評価室から提供された諸資料（別添一覧）をもと
に、各評価者が所見（案）をまとめ、ヒアリングにおいて確認すべき事
項を質問項目として、貴学に事前提出するとともに、各所見（案）を評

価者間で共有し、主な論点について評価者相互の意思疎通を図った。
その上で、総長をはじめとした役員等とのヒアリングを実施し、その結
果をもとに、追加提出資料を含めた関係書類を再確認した上で、最終
的な所見をまとめた。

３．評価者

主査　中邨　章 （明治大学名誉教授・元副学長）
 羽田貴史 （広島大学名誉教授・東北大学名誉教授・広島大学
  高等教育研究開発センター客員教授・公正研究推進
  協会（APRIN）理事）
 出石　稔 （関東学院大学副学長・法学部教授（地域創生学科長））
 工藤　潤 （（公財）大学基準協会事務局長））

４．関連資料等一覧

資料１  （HOSEI2030NEWS第25号）2018年4月19日発行
 「中期経営計画特設部会　最終報告　第一期中期経営計画」
資料２ （HOSEI2030NEWS特別号）2017年3月9日発行
 「HOSEI2030アクション・プラン報告」
資料３ （HOSEI2030NEWS特別号）2016年4月14日発行
 「HOSEI2030最終報告」

５．役員等ヒアリング参加者

田中優子総長
廣瀬克哉常務理事、増田正人常務理事、北詰昌敬常務理事、
熊田泰章常務理事、尾川浩一常務理事、近藤清之常務理事、
奥山利幸常務理事、小澤雄司常務理事　
平塚眞樹総長室長、川上忠重大学評価室長
藤野吉成学生支援統括本部長、碓井正博学術支援統括本部長
ヒアリング実施日：2018年11月15日

６．評価結果

「第一期中期経営計画」「HOSEI2030アクションプラン報告」
「HOSEI2030最終報告」の所見
　………………………………………………………… 中邨　章
1．貴学が中期計画を策定することに大変な時間と努力を割いてこら

れたことに改めて敬意を表したいと思う。教育内容の多元化や国際
化、それにキャンパスの再編など、御校は大きな課題を抱えておら
れるように見受けられる。報告書は、それら一つひとつに具体的な
対案を検討され素案を提示されている。その点で報告書は実効性
の高い中身を備えているという感想を持った。

2．しかし、問題も残る。中でも最大の課題は、2030年の目標を定めて
いるが、報告書は大学内部の問題に焦点を合わせ過ぎと思われる。
これからの時代、大学教育は社会全般で起こる「第4次産業革命」と
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無縁ではあり得ない。AIやIoTに代表される高度なコンピューター
技術の開発は、とりわけリベラル・アーツの卒業生を不要にする可
能性があるかも知れない。

3．既に金融界では、これまでの業態を改め急速にICT化を進めてい
る。その結果、金融機関の支店数は削減され、従業員の規模も大幅
にカットされる時代になった。このまま従来と同じようなカリキュラ
ムで、法学部、経済学部、文学部など文化系の学生を教育し社会に
送り出したとしても、その成果はこれまでと相当、異なる結果になる
ことが憂慮される。ICT技術の分からない未熟練労働者を生み出
す可能性も考えなければならない。

4．大手金融機関に就職できたとしても、ICT技術に精通していないた
め賞味期限は5年、使用期限は15年で解職や「窓際族」になる卒業
生が増える可能性がある。御校は今後、カリキュラムの大幅な改訂
に注力し、文化系学生にAIやIoT技術の発達に対応できる授業体
制を検討する必要があると感じる。

5．そのためには教員の採用計画を再検討する必要がある。AIの発展
が人間の思考回路にどう関わるか、それを哲学や社会学で教えるの
もいいかも知れない。AI技術が裁判官に代わって法定の判決を出
す時代がくることも予想される。そうした次世代の変化を教えるこ
とが出来る教員を育てることが喫緊の課題を考える。学部人事はし
ばしば「聖域」になり勝ちであるが、それを僅かでも確実に改め文化
系でもAIやIoTを取り込んだ講義が出来る人材を確保する必要が
ある。

6．これまでの経験では、グローバル化という旗印の下、多くの大学が
国際関係の講座を増やし、それに見合った人材を採用してきた。と
ころが、中には国際というのは名前ばかりで英語能力が受験英語を
超えない教員も少なからずいる。外国語で論文の書けない国際人、
日本語でしか講義のできない教員、こうしたミスマッチはこれから
は避けるべきだと思う。AIの分かる教員、IoTを理解する教師、そ
れを従来の法学、政治学、経済学、文学などに、どう組み込んでい
くか、それが貴校の2030年に向けての大きな課題と愚考する。

第一期中期経営計画についての評価
　……………………………………………………… 羽田　貴史
　 ボトムアップとトップダウンのリーダーシップを 組み わせた
HOSEI2030の策定と、アクション・プラン、第一期中期経営計画の３
つにより構造化した将来計画と実行プランとなっており、関係者の努
力に敬意を表したい。以下、留意すべきと考えられることを列挙する。

１．評価と課題のポイント
（1）事業に必要な経費の明確化

　将来計画は、「教学改革の展開（教育・研究）」はじめ6つの事業領
域（21の事業項目に構造化されており、達成目標としての「ダイバーシ
ティ化・グローバル化」、「法政大学ブランドの強化と発信」、教育マネ
ジメントとしての「教学改革の展開」、「学生支援とその環境整備」、こ
れらを実現するための組織と資源調達・配分として「中長期財政構造
改革」、「組織運営改革」が位置づくという関係になっている。目標と教
育マネジメントを実現するために資源調達や組織はあるが、逆に組織
や資源調達の状況によって目標や教育マネジメントも影響を受けるの
で、両者をどのようにリンクするかが重要課題である。各事業のコスト
は明示されていないので、今後明確にして計画を推進することが求め
られるのではないか。

（2）長期計画を見据えた中期計画の評価・点検サイクルの明確化
　2030年まで12年間にまたがるだけに、その間の環境変化や計画の
達成状況を把握した上での計画の練り直しが持続的に求められる。

『HOSEI2030 アクション・プラン報告』には、中間的な検証のフレー
ムの共通性があまり見えず、「中長期ロードマップ」では、「財政基盤」

「教学改革推進」には中期計画ごとの検証があるが、ダイバーシティ化
やブランディングには明示されていない。中期経営計画で「教学改革」、

「教育研究環境整備」、「財政構造健全化」の連関性は明確にされてい
るが（p.13）事業計画全般の連関性を明確にするためにも、中期経営
計画ごとの達成目標を明確にするためにも、評価・点検サイクルを共
通化することが求められるのではないか。
（3）学内コンセンサスの明確化

　大学であるか否かを問わず、組織における長期戦略の推進は、構成
員の理解と理念の共有とモチベーションの維持が不可欠要件であり、
水平的な組織構造を持つ大学においてはさらに重要である。特に計画
は人件費の削減という身を切る目標と、キャンパスの再構築という新
たな事業目標を含むので、比較衡量して理解される説得性が求められ
る。具体的には、①『HOSEI2030最終報告』の「財政基盤委員会報告」
は、基本的に推計により今後の収支動向を提示し、人件費削減の必
要性を示すものであるが、推計の条件設定が明示されておらず、疑問
を惹起させる。18歳人口の動態推計、法政大学への影響、収入支出
の年度をそろえた推計をわかりやすく示すこと、②定員抑制の例外事
項の活用可能性（社会人・留学生の拡大）は、18歳人口が長期的な減
少にある現在、重要な課題であるが、需要動向とそれに対応したプロ
グラムや規模について今後明確にしていくこと、③留学生の入学要件
に日本語一級の語学力を現在課しているとのことで、教育の質保証と
しても教育費用の抑制にも必要な要件であり、これを前提条件として
の拡大であれば、そのことを明確にすべきではないか、③関連資料は
経営サイドの内部資料であり、教職員や学生に対して理解と納得を得
るには、パンフレット、広報ビデオなどの配慮が不可欠ではないか。
（4）e-learningの方法・効果に関する調査研究による計画 

 の明確化
　e-learningによるオンデマンド授業の推進が大きな柱になっている
が、特に蓄積型の遠隔授業は、コンテンツの更新などを含め、①予測
よりコスト肥大、②学習者の離脱が多い、③学習支援や技術者など専
門的な人材の不足、④著作権への対応、⑤大学関係者の抵抗感といっ
た課題のほかに、学習者間の協働学習の欠落や、学習過程での自己
理解の確認（対面授業では、教師への質問、教師からの質問等で理解
度が自己検証できる）ができないこと、全体として質保証が不十分に
なることが指摘されている。この点についての実践事例を収集し、具
体的実施に反映していく必要がある。
（5）活動全体と重点的に推進する事項との関連の明確化

　中期経営計画は重点事項を対象とし、評価活動は、認証評価と異
なるとされている。こうした戦略的計画性は重要であるが、その関係
性が中期経営計画に明示されておらず、評価にあたっては、対象とな
る事業が当該事業領域において取り立てて特化されること自体も評
価の要点になるので、事業領域全体を視野に入れた上での計画の意
義について説明することが必要ではないか。例えば、①大学院におい
て「就学支援・留学支援・研究支援」があるが、生活支援は含まれるか
否か明確ではない（なお、生活支援の現状を説明することを求めてい
るわけではない）。②大規模災害発生時への対応で、教育研究活動の
継続を掲げているが、大規模災害時には、まず教職員・学生の安全確
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認、負傷者への救護、大規模帰宅困難者への対応、地域防災への協
力、外国人留学生に対する特段の周知方法などがまず先行して重要で
あり、施設のリスク評価と耐震・耐火の状況、ハザードマップの作製な
どが優先すべき事項である。これらの課題への対応が十全であってこ
そ教育研究活動の継続性が中期計画の課題となるという認識になる
のであり、全体構造が明確でないと評価が困難である。

２．調査研究を含めた課題
　調査研究的な課題として次の３点を挙げておく。
（1）研究業績の評価方法について

　「大学院と研究活動」の項目中Scopus Analytical Servicesによ
る研究力の調査分析を掲げているが、収録ジャーナルや言語の偏りが
あり、このようなデータベースによる統計分析が研究の質を正しく評
価しうるかどうかは、研究評価の世界で常に議論になる。理系分野に
限るとしても、単純に理系・文系と区分できるものではなく、理系の場
合でも応用研究が知財と結びつく場合には、被引用数では研究の価
値は測定困難である。文系における図書の位置が反映していないとい
う問題もあるが、いったん採用された評価方法は変更が難しく、英文
ジャーナル中心の理系分野の評価方法が文系にも拡張されていく傾
向もみられる。従って、研究評価の方法論を幅広く調査研究しながら
法政大学にふさわしい評価方法を模索することを期待する。
（2）大学組織内部における内部相互補助の考え方について

　アメリカの大規模大学では内部補助は常識的である。部門間の均
等な発展を実現するために、収入超過がある場合についてではなく、
大学内の各組織が収入と支出を自己決定し、各組織に税をかけて中
央で一括管理し、再配分するものである（Responsibility Centered 
Budgeting）。その前提は、大学において行う教育研究は、すべての
分野で持続性を持つべきで、収入を得やすい分野だけが存続するの
が大学ではないという認識である。内部補助の理論的研究も進めるこ
とを期待する。
（3）評価手法と体制の発展について

　目標・計画・実施・検証というサイクルを回そうとすれば、評価方法
と体制の強化が不可欠の課題である。特にデータに基づく検証と現状
把握は、日本の大学の抱える共通課題であり、経営計画の推進のため
にも「組織・運営改革」の項目として明確にしておく必要はないか。

第一期中期経営計画及び同計画の
取り組み課題についての評価所見
　………………………………………………………… 出石　稔
１．第一期中期経営計画の策定について
　長期ビジョン（HOSEI2030）を着実に推進するために中期経営計
画（以下「本計画」という。）を策定したことは大変意義深いものと評価
できる。そして、本計画の策定にあたって、網羅的手法をたらず、単年
度では解決しづらい、中期的視野で検討や取り組みが必要な貴学の
課題を抽出したこと（p.4）も、総花とはしない姿勢が示され、取り組み
の実効性を高めるためにも望ましいものといえる。
　他方、本計画を検証可能なものとし、次期の中期計画につなげてい
く（ローリング）ためには、定量的な数値目標・実施時期（４年間の中で
の目標年次(優先順位)）を示したほうが良かったのではないか（Ⅳ 資
料編＜課題別中期経営計画シート＞である程度伺えるが、本資料は学
内限定のものとなっている）。予算はどうしても単年度になるので、計
画的な予算編成・執行は難しい面があり、単年度予算の指標とする上

でも、一定の数値（KPI）を定めることも必要ではないかと考える（この
数値（KRI）は、必ず達成しなければならないものではなく、検証・評価
の物差しになるもので、次期中期計画で評価結果を反映した取り組み
を盛り込んだり、あるいは本計画期間中でも単年度ごとに見直しても
かまわない）。なお、役員等インタビューによると、別に数値を含む具
体的な実施計画があるとのことであるが、これも資料等で示すべきで
はないかと思量する。
　また、本計画の毎年度の進捗管理を行う体制（仕組み）づくりもあら
かじめ確立しておくことが望ましいと考える。なお、この点につき役員
から、「従来から進行管理体制があり、屋上屋を重ねないための体制
作りを検討中である。最初の中期経営計画の初年度なので、走りなが
ら体制を作りたい。」との回答を得ている。この発言に沿った取り組み
を期待したい。

２．第一期中期経営計画の取り組み課題（本計画Ⅳ）について
Ⅰ. 教学改革の展開（教育・研究）
 • １－1）に挙げられた８つの学部間共通課題は、言わずもがなではあ

るが、貴学教職員、とりわけ個々の教員の協力が不可欠である。各
学部固有の教育や３キャンパスに分かれるなど、大規模大学が故の
困難さがあるが、課題解決に向け、本計画の共有化を図り、一部の
教職員に偏らないオール法政の取り組みによる成果を期待したい。
この点、役員から「ゲリラ的・横断的」取り組みが進みつつある旨伺っ
た。大変面白い展開であり、更なる発展的取り組みが各所から巻き
起こることを期待したい。

 • １－2）に記載されている付属校、学部、大学院へとつながる連携を
強化する方針や、１－3）に記載されている付属校と高大連携の取
り組みは、学生（志願者）確保の観点からも的確な取り組みと考える。
なお、１－2）で具体的な施策として掲げている７つの重点項目につ
いては、目標としては理解できるが、抽象感が否めず、各部署におい
てどのように推進していくのかの姿が見えにくいことから、やや実効
性に疑問を覚える。この点は、教学改革に掲げられた取り組み事項
の全般に感じる。

 • １－4）に記載の教育・研究環境の整備は必須の取り組みであると
理解する。なお、こうしたシステム整備は多額の予算が投じられるこ
とから、将来を見据えつつ、現行システムの維持・管理と新技術の
導入等とのバランスを取った、学生本位でなおかつ効率化に資する
対応が求められると考える。
Ⅱ. ダイバーシティ化・グローバル化の推進
 • １）のダイバーシティ化について、「多様な学生や教職員にそれぞれ

の個性的な成長と活躍の機会を保障する」貴学の方針（宣言）は高く
評価できる。ダイバーシティを実現するためには、まさに関係する教
職員のほか、最も多人数である学生の参加も重要と考える。ダイバー
シティ推進委員会が学生からヒアリングをしているとのことである
が、さらに充実した体制づくりに意を用いられたい。

 • ２）のグローバル化について、2017年度の中間評価を受けた貴学の
SGU構想の見直しが的確に行われ、目標達成に資することを期待
したい。なお、国連を中心に取り組みが進む「SDGｓ」についても、
貴学のダイバーシティ化・グローバル化の推進の一環とし本計画に
組み込み注力してはいかがか。
Ⅲ.学生支援とその環境整備
 • １）のキャリア支援については、全学体制による支援と学部による支

援の接合・連携を確保し、有機的に結びつけることにより、シームレ



5

スな支援が欠かせないと考える。
 • ２）の課外活動における学生が学生を支援する取り組みは大いに賛

同できる。また、職員のかかわりも重要になるのではないか。
 • ３）の奨学金について、優れた学生への給付から経済支援が必要な

学生への奨学型にシフトしていく方向性は、日本社会が抱える環境
からも望ましく、米百俵の精神に通ずる施策といえる。一方で、学業
成績との関係の考慮、すなわち、成績不振学生に対する奨学金の在
り方も踏まえた多角的な視点も配慮したほうが良いのではないか。

 • ４）の学生生活環境について、食環境に着目した取り組みを挙げて
いることは、学生の健康管理の面からも望ましく、食育に取り組む
姿勢として評価できる。とりわけ、朝食を摂ることが健康に良いと
されるので、学食における朝食提供の充実化や学生への啓発活動
等を図ってはいかがか。
Ⅳ. 法政大学ブランドの強化と発信
 • １）のブランディングの推進については、特に総長が先頭に立ち取り

組んでおられることもあり、注目している。「自由を生き抜く実践知
大賞」は貴学の根幹に位置付けられるブランドの視点から顕彰する
もので、その効果に期待したい。この大賞を起爆として、社会にその
存在感を表していただきたい。

 • ３）の法政スポーツの強化については、昨年度も意見を申し上げた
が、卒業後、プロなどのトップまでには達しない体育会所属学生の
就職支援に意を用い、社会に輩出することが、トップ層のみではな
い、裾野の広い法政スポーツの果たす役割として認知されることに
なると考える。

Ⅴ. 中長期財政構造改革
 • １）の短中長期財政計画のあり方については、中長期の財政健全化に

向け、本計画中の2020年度に財政指標の中間目標を設定することが
明示されており、「あり方」としては妥当であると考える。しかし、本計
画自体に貴学の財政の現状や本計画期間中の数値目標を挙げること
が、財政構造改革を実効的に進める上で望ましいのではないか。

 • ３）のファシリティマネジメントを用いた建築・修繕事業計画の見直
しについては、財政に与える影響が大きいと思われ、本計画に課題
として明定することは重要である。本計画に従い、施設の長寿命化、
新築と併せた減築や高機能化を図るなど、メリハリをつけたファシ
リティマネジメントを進めることが肝要であると考える。役員等イン
タビューによると、施設の更新計画を策定し直しているとのことで
あるが、上記趣旨に沿った更新計画を速やかに策定されたい。

Ⅵ. 組織・運営改革
 • ２）人事制度改革、３）組織マネジメント、あるいは５－４）人事制度

改革にも関連して、人事・組織改革はともすると萎縮効果を生んでし
まうので、教職員の自覚とやる気を引き出すことに意を用いること
が大切であると考える。また、具体的な組織のあり方について設置
される会議では、組織論遊びや議論のための議論に陥らないよう、
結論を導き出す検討が求められる。

第一期中期経営計画及び同計画に基づく取り組みに対する評価
　………………………………………………………… 工藤　潤
１．第一期中期経営計画の趣旨や策定プロセスの適切性、長期
　ビジョン「HOSEI2030」との連関性について

　第一期中期経営計画（2018 〜2021年）は、2030年を展望して定
めた「HOSEI2030」の実現に向けて、4年間を１サイクルとする具体的
な事業計画及び実施体制を明確化にしたもので、その策定にあたって

は、中期経営計画特設部会（総長、全常務理事、全統括本部長で構成）
が中心となり、教学上の運営責任者（学部長、学校長）や理事会懇談会
などの意見を段階的に取り入れ、コンセンサスを得ながら検討を進め
てきた。また、「HOSEI2030 NEWS」を刊行し、法人の構成員に対し
ては情報共有を図っており、その策定プロセスは適切である。
　この第一期中期経営計画では、６つの領域（①教学改革の展開（教
育・研究）、②ダイバーシティ化・グローバル化の推進、③学生支援とそ
の環境整備、④法政大学のブランドの強化と発信、⑤中長期財政構
造計画、⑥組織・運営改革）と21の事業項目に取り組むこととしてい
る。そして、こうした取り組むべき事業項目（事業課題）の中核を「教学
改革（キャンパス再構築の推進）」「教育・研究環境整備」「財政健全化」
の３つの柱にまとめており、これは長期ビジョンである「HOSEI2030」
と連関するものである。
　また、第一期中期経営計画を具体的に実行するに際し、現段階では
課題別数値目標は設定せず、事業面、財政面からの主要課題と目標を、
同計画総体の定性的目標と位置付けている。そして、今後、制度改革
の実行過程を踏まえて、各課題別に定量的目標や定性的目標を定め
ていくこととしている。
　以上のように、第一期中期経営計画は、その趣旨及び策定プロセス
は適切であり、また長期ビジョンとの連関性にも配慮し策定されてい
る。今年度を含めた４年間において、事業項目ごとの目標が実現され
ていくことを期待したい。
　なお、今後、第一期中期経営計画を進めるにあたり、同計画の中核
に据えた「教学改革」「教育・研究環境整備」「財政健全化」の３つ柱
にかかる取組が、連携を保ち展開されなければならないことに留意す
る必要がある。この点については、３つの柱は相互に深い関連性があ
り、適切なプロセスで実行されることが、相互の施策の進展を担保し
合うものと認識されているところであるが、法人全体で情報が共有さ
れ、各事業を展開する組織間の連携が適切に図られ、そしてその組織
を統括する責任主体（執行部）の十全な運営が求められる。
この中期経営計画の情報発信については、教職員間で共有化を図り、
その概要を社会に公表することを予定している。また、法政大学ホー
ムページでは、「HOSEI2030特設サイト」を開設し社会への周知を
図っている。今後も、中期経営計画に基づく活動の進捗状況を定期的
に公表していくことが望まれる。
　また、2018年度以降の中期経営計画の実行過程において、毎年度
その進捗評価を行うとともに、必要な計画修正や体制整備を行う予定
としている。こうした評価と改善プロセスが十全に行われることを期
待する一方で、評価にかかる負担軽減や学内の迅速な意思決定を図
る観点から、こうした中期経営計画の進捗評価・改善プロセスと学内
の恒常的自己点検・評価プロセスとの連携や統合も視野に入れて行く
ことも必要であろう。

２．第一期中期経営計画の取り組み課題と具体的な取り組み施 
 策について

　「第一期中期経営計画の取り組み課題」に関しては、６つの事業領
域の中で取組施策ごとに、目的（全体計画）と年度ごとの取り組み課題
が段階的に適切に整理されている。この計画が十全に実施されること
を期待したい。
　具体的な取組施策の中の「教学改革とキャンパスの再構築」につい
ては、教育組織の「大括り化」や学部協働による基盤教育の共通化な
どキャンパスの再構築と一体的に進める方向を示している。この改革
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を進め、新たな法政大学の教学システムを構築しそれを実行していく
ためには、乗り越えなければならないいくつかの課題が想定される。
１つは、人材養成目的に則して、授与する学位ごとにどのような学習成
果を修得させるのかを明確にすることである。そして、この授与する学
位ごとの学習成果に基づき、教育課程の体系化、効果的教授法の開
発、厳格な成績評価法、学習成果の測定法などが一貫性、統合性を
持って整備されなければならない。こうしてシステム化された教育プロ
グラムの質保証システム（内部質保証システム）もまた、十全に構築さ
れることが肝要である。２つ目は、こうした教育プログラムを支える
教員・教員組織をどう「大括り化」するかである。既存の学問領域ごと
に体系化された教育プログラムから、人材養成目的に則したコンピテ
ンシー修得型教育プログラムの重要性が指摘されつつある中で、どの
ように教員・教員組織を「大括り化」していくかが問われる。その検討
にあたっては、法政大学の歴史や規模、組織文化に則しつつも、将来
を見据えた最適なあり方を確立することが重要である。「長期ビジョ
ン」には、「教授会自治を基盤」とすることを維持した大学運営を前提
する記述が見受けられるが、迅速かつ的確な意思決定が展開されてい
くことを期待したい。
　「ダイバーシティ化・グローバル化の推進」について、特に、「ダイバー
シティ宣言」を策定しダイバーシティ化に先進的に取り組んでいる大学
の１つとして、他大学のモデルとなるよう、同宣言を実質化させるため
の具体的施策が展開されることを期待したい。
　「学生支援とその環境整備」の一環として、課外活動にも力を入れて
いる。具体的には、「学生が学生を支援する」ピア・サポート精神を堅
持し、ピア・サポート活動や学生スタッフが参加する各種プログラムの
充実と連携を図るための組織として「ピアネット」を構築している。この

「ピアネット」に集う学生スタッフの活動を、教・職・学協同の場、正課
外教育の場として位置付け、こうした活動においてネットワーキング力
やチームワーク力などの「ピアネット・コンピテンシー」を修得させてい
くことも企図している。この「ピアネット」を核とした課外教育活動は学
生の学びの成長を一層促進させるものであり高く評価できる。今後の
ますますの発展を期待したい。
　「法政大学ブランドの強化と発信」では、大学の研究・教育資源の収集、
保管、展示を通じて、ブランド価値・発信力の強化と地域・社会の貢献を
担うものとして「ＨＯＳＥＩミュージアム」の開設が予定されている。この
ミュージアムは、法政大学のブランド力を高めるものとして大いに期待さ
れるもので、広報活動にも力を入れて、第一期中期経営計画に示されて
いる成果目標を達成できるよう、関係者の一層の努力に期待したい。

　法政大学では、2014年7月以来、法人が一丸となって長期ビジョン
「HOSEI2030」の策定に向けた検討作業を進め、2015年度末にその

全体構想としての最終報告を取りまとめ、その後、この構想実現のた
めのアクション・プラン策定と2030年を展望したロードマップの作成
に取り掛かった。そして、先般、4年間をスパンとした第一期中期経営
計画を公表した。これまでこうした作業に関わってきた総長をはじめ
とする多くの法人関係者の努力に敬意を表したい。
　科学技術の進展、社会構造・産業構造の大きな変化、少子高齢化
等に伴い、大学のあり方が問われている。「自由を生き抜く実践知」と
いう新たな価値の創出に向けて、関係者のより一層の努力と法政大学
のますますの発展を期待する。

以上

おわりに

　今回、2018年度の「第一期中期経営計画」を中心に、それに関連す
るいくつかのプロジェクトやアクション・プラン等を精査してきた。そ
の結果、なかには中期計画の達成目標が必ずしも明確でないという感
想を持つ委員もいた。年度別に達成目標を立て、それを数値化する必
要性を指摘する意見もあった。中期計画の説得力を向上させるために
は、客観的な統計資料や財政指標などを加える必要があるという感
想が複数の委員から寄せられた。例えば、人件費の削減に関して必要
性が説かれているが、それを各種のデータを駆使し説得力ある論議に
成長させる点に問題が残るという指摘があった。
　中期計画の支柱になる教学改革、研究環境の整備、財政健全化の
3つの課題は今後、整合性のとれた施策として同時進行させることが
望まれる。こうした点に関してやや具体性に欠けるという意見も出され
た。その他、e-learningや国際化に関してはカリキュラムとの関連性、
それに教員については人材不足ではないかという評価も出ている。学
生支援に関して「ピア・サポート」と呼ばれる構想に興味を示す意見も
出た。
　法政大学は短期間の間に学部を増設してきた。社会環境の変動に
合わせた拡張策とも考えられるが、この先、学生人口の減少があるこ
となどを念頭に置くと、学部の再編、キャンパスの統合などは避けて
通れない課題である。中期計画はそのことに留意しているが、計画の
実施に当たって「大括り化」という表現が使われている。キャンパスや
学部の再編など、その中身は今後、具体的な形をとるものと推測され
る。個人的には、それらの再編作業が「法政大学らしさ」にどう連動す
るのか、ブランディングとの関係に関して、これまでの計画はなおノリ
シロを残すという印象を持った。　
　中期計画は、現在の人的資源と財政状況を基本に積み上げられてき
たと理解しているが、そのため、手堅い計画という印象を受ける。学生
の定員管理がこの先も続くこと、大学の構造改革がこれから迫られる
ことなどを考慮すると、ブランディングに関しては計画で検討されてき
た中身より、より革新的で先進的な内容に改善することが望まれる。
そのためにはe-learningや国際化、それに社会人向け大学院などの
プログラムを充実し、「Only One」の大学の特色にすることが必要か
も知れない。大学のブランディング化をどう進めるかという命題につい
ては、「イノベーション」という視点で発想の豊かな計画を構築していく
ことが期待される。

以上
経営部会大学評価グループ評価委員一同



学士課程教育の質保証に向けた取り組み・成果について、対談形式
でお伝えするシリーズ。今回は梶裕史市ヶ谷リベラルアーツセンター
長にお話をお伺いしました。

川上 ： 市ヶ谷リベラルアーツセンター（以
下ILAC）は、運営委員会（市ヶ谷6学部の
教授会主任、各分科会の長）および7つの
分科会から構成されています。まずこれら
の体制について、教えてください。
梶先生 ： ILACは、一言でいえば本学にか
つてあった教養部の職務をうけもつ組織で
す。市ヶ谷の教養教育カリキュラムは、学部
縦割りではなく、参加する6学部共通の「団

地方式」のカリキュラムとなっています。
　ILACの最も重要な責務は、毎年の授業編成、半期単位で約1300
科目の時間割をしっかり組むことです。このルーティン業務を中心的
に担うのが、教養部解体後に各学部に分属した教養教育を主担当とす
る教員たちで、学部の所属をこえて、７つの分科会のコアメンバーに
なっています。人文科学、社会科学、自然科学、情報科学、英語、諸外
国語、保健体育の7分科会です。センター長が毎月主催するILAC運営
委員会は、この７つの分科会の委員長と、カリキュラムを共有する6学
部の代表者が集う会議で、昨年度に行なった教養教育の在り方に関す
るプロジェクト以降、学部代表が主役になるような、従来のルーティン
業務を超えた新たな審議事項も採り入れ始めています。
　ILACは、学部間協働の調整メカニズム発揮の実験場、フロントラ
ンナーともいえる意義をもっているのです。
川上先生 ： ILACでは、カリキュラム体系化改革を実施し、2017年
度春学期より運用が開始されています。新カリキュラムの成果（2020
年度）が待たれるところですが、現在までの進捗状況、暫定的な成果
および新たな方向性（問題点含む）等についてお聞かせください。
梶先生 ： ILACでは、総称の「市ヶ谷基礎科目」を「ILAC科目」と改
称し、今まで単層構造だった基礎科目群を「基盤科目」「リベラルアー
ツ科目」と二層に分け、「総合科目」とあわせて、体系化された枠組に
組み直しました。
　旧来の「基礎科目」の名称では、各学部の専門教育課程に進むため
の基礎的なスキルや技能を習得する下位構造であるかのように、一面
的に理解されがちでした。これを解消し、教養科目は専門科目と両輪
になり、対等の相互関係で学ぶべきものであることを示すため、専門
科目と同様に、段階性を明示するカリキュラムの体系化を実施しました。
　教養科目の意義についてですが、「一つの専門分野を深く学ぶために
は、一見その分野とは縁遠いような他分野の教養も必要である」―こ
の考え方にこそ、現代も古びない人類の叡智が表れていると思います。
　一つの専門に精通するだけでは、世界のどこでも通用して活躍でき
る人材にはなれません。最近は「たこつぼ型」といって、自分の専門のこ

としか知らない視野の狭さが、諸課題の様々
な現実に直面した時に、役に立たないと見ら
れるようになってきました。そこで例えば「Ｔ
字型」の人材が望ましい、とよく言われます。
Ｔの字の縦棒は専門性を表し、横棒が、広
い視野のなかでその専門を活かす、「現場」
に即して柔軟に応用する、等々の対応力の
もとになる幅広い教養を意味します。これが

「リベラルアーツ」です。専門教育で得たもの
を生きた「実践知」にするために鍵になるのが、ILAC科目群です。
　ナンバリングは、基盤科目は100番台、リベラルアーツ科目は200番
台、総合科目は300番台としました。200番台であっても1年生から履修
できますし、総合科目も2年生からとれますが、理想としては、例えば1
年次は主として基盤科目、2年になったらリベラルアーツ科目と、学生が
そういった順次性を意識した段階的な履修計画を立ててくれると良いと
思っています。
　その成果については、成績サンプル調査を行なって分析してみたとこ
ろ、新カリキュラム2年目として、幸いまずまずという感触を得られました。
学生が、以前よりILAC科目の順次性を意識した履修計画を立てるよう
になっています。今後、徐々に成果はあがってくると期待できます。
川上先生 ： ILACでは、必修語学では一クラス定員を設け、演習・実
験科目および総合科目に関しても、定員制を採用している科目も多
いですが、一般の基盤科目については、過多・過少受講者数授業が
存在していたと聞いております。1授業あたりの学生数は重要な点の
１つですが、「授業環境の向上」、「授業のスリム化」および履修者過
多への対応等を含めた取組をお聞かせください。
梶先生 ： 英語について、1年次のクラス授業の枠組みを改変しまし
た。半数の学部では統一されていない部分がありましたが、英語のク
ラス授業については24名定員にそろえることができました。
　また、そういう必修クラス授業を除く、受講者数の過密・過疎のア
ンバランスの問題は、まさにILACが現場で直面している課題です。
　ILAC執行部では昨年度、スリム化方針について、いちはやく対策
に着手し、大学の「例外科目」以外にも、運営委員会で審議してカテ
ゴリーを厳選して、独自の例外科目を定めました。
またスリム化にあわせて、受講者過多の授業の改善にも着手しま
した。昨年度、執行部では、法政大学初の「履修希望者過多授業の
抽選システム」の導入を提案し、方向性について承認を得ています。
webシステムにより、学生に事前に履修希望を出してもらい、履修希
望が教室定員300人を超えた科目は自動的に抽選を行なうというも
ので、目下2020年度実施に向けて準備を進めています。極端なマン
モス授業も、抽選システムが導入されれば解消します。次年度に、執
行部から具体案を出して、運営委員会で運用面の細部を調整してい
くことになります。

梶リベラルアーツセンター長

川上大学評価室長

2
TOPIC シリーズ対談「特色ある学士力の質保証への取り組み」（第3回）

「専門教育」で得たものを「生きた実践知」に
するための鍵となる「リベラルアーツ」

川上忠重 ［大学評価室長］  ×  梶裕史　[市ヶ谷リベラルアーツセンター長]　
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Q u a l i t y  A s s u r a n c e  f o r  H O S E I  

活動報告
   2018年度第2回自己点検委員会を
   開催しました。
◆日　時 ： 2019年1月24日（木）　15:00 ～ 15:30
◆場　所 ： 市ヶ谷キャンパス　九段校舎3階　第1会議室

　学部長・研究科長等、自己点検の主体となる部局長を中
心に構成される自己点検委員会を開催しました。廣瀬克哉自
己点検委員会委員長から2018年度の自己点検・評価活動の 
総括が行われた後、川上忠重大学評価室長より次年度に向
けた課題や2019年度自己点検・評価活動の概要について説
明が行われました。

   第23回大学評価室セミナーを
   開催しました。
◆日　時 ： 2019年1月24日（木）　15:30 ～ 17:00
◆場　所 ： 市ヶ谷キャンパス　九段校舎3階　第1会議室

　自己点検委員会に引き続き、第23回となる大学評価室セミ
ナーを開催しました。今回は羽田貴史氏（広島大学名誉教授・
東北大学名誉教授）をお招きし、「グローバル時代の専門教
育と教養教育の統合を目指して～学習成果の把握と内部質
保証の観点から～」をテーマに、教養教育を巡るこれまでの
歴史から、欧米と日本の状況、学習成果の測定と、多岐にわ
たる内容をご講演いただきました。

   第8回自己点検懇談会（事務部門）を
   開催しました。
◆日　時 ： 2019年2月20日（水）　14:00 ～ 16:00
◆場　所 ： 市ヶ谷キャンパス　九段校舎3階　第1会議室

　事務職員を対象とした第8回自己点検懇談会を開催し
ました。今回は「事務部門においてどう内部質保証システム

（PDCA）を機能させるか-目標管理制度におけるデータ・分
析の活用について-」をテーマに設定し、人事部および大学評
価室より事例報告が行われました。

   2018年度第2回自己点検懇談会（学部）を
   開催しました。
◆日　時 ： 2019年2月28日（木）　13:00 ～ 15:30
◆場　所 ： 市ヶ谷キャンパス
 ボアソナードタワー 26階　A会議室

　学部長・教育開発支援機構長を対象とした2018年度第2回
自己点検懇談会を開催しました。今回は「法政スタンダード構
築に向けた初年次の取り組み」をテーマに設定し、話題提供と
して、廣瀬克哉教育支援本部担当常務理事（自己点検委員会委
員長）、鈴木豊経済部長及び渡部靖夫生命科学部長よりご報
告いただきました。
　その後は、グループディスカッションを行い、各グループか
ら検討内容について発表いただきました。

　また、昨秋には、履修者300人以上の大規模授業での成績評価が
どのように行われているのか調査を行い、その調査結果を担当者匿
名にして運営委員会で開示しました。今後、成績評価についてILAC
共通あるいは分科会共通のガイドラインを作る必要もあるかと思っ
ています。
　このように、受講者過多の授業も過小の授業も、おそらくもっとも
幅広く分布しているのが市ヶ谷におけるILAC主催科目であり、いわ
ば「課題先進国｣の感があります。
川上先生 ： 最後になりましたが、今後の「実践知」を養うリベラルアー
ツを踏まえた将来ビジョンと方向性について、全学に向けたメッセー
ジをお願いします。
梶先生 ： 一つは、着想から実施まで4年間かかった新カリキュラムの
ねらいを、学生の皆さんに知ってもらい、「専門課程の収穫を生きた

「実践知」にする触媒になるのがILAC科目である」ということがより
周知されるように努めたいと思います。
　同時に、教養プロジェクトの報告書では「ILAC科目のみが教養教育
リソースではない」という見方を提示しています。すなわち、学部専門科
目の中にも、他学部生からみれば、履修した時に「専門教養」といえるよ
うな性格を豊かに含む科目がある。これを、他学部公開科目の一層の
充実の工夫により、教養リソースとして活用していく。そうすれば、市ヶ
谷地区の教養教育の「幅」をさらに豊かに拡げられるはずだ、という考
えです。
　いずれにせよ、「教養教育」を大事にしたい場合、各学部の専門教育
課程とILAC科目のカリキュラムとの垣根をこえて俯瞰する柔軟な視野が
求められることは間違いなく、またそれが時代の要請であると思います。
川上先生 ： 本日はありがとうございました。


